
あなたはどの医療保険に入っていますか?

　国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、1年
間に納付した国民年金保険料を証明する書類を添付することが
義務付けられています。
　このため、生命保険会社などから送付される控除証明書と同
様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した控除証
明書（はがき）が、日本年金機構から11月上旬に送付されます。

年末調整または確定申告の手続きでは、必ずこの証明書や領収
証書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してく
ださい。
　日本年金機構では、控除証明書に関する問い合わせ先として
「控除証明書専用ダイヤル」を開設します。
期間＝3月15日㈫までの月〜金曜日、第2土曜日（祝日、12月
29日〜1月3日を除く）
時間＝午前9時〜午後7時（第2土曜日は午後5時まで）
電話番号＝0570-058-555、IP電話などは03-6700-1144
※くわしくは同ダイヤルへ。

　日本の医療制度では、病気やけがをしたときに安心して医
療が受けられるように、全ての人がいずれかの医療保険に加
入することになっています（国民皆保険）。もし、転職や退職

などで、どの医療保険にも入っていないという人は、すぐに
保険年金課（市役所1階）または下総・大栄支所へ届け出をして
ください。

年末調整や
確定申告をするときに必要です

11月は国保月間

国民年金の保険料控除証明

※くわしくは保険年金課（☎20-1526）へ。

■こんなときは14日以内に届け出が必要です

国民健康保険

自営業者・アルバイト・
農業従事者など

生まれてから
就職までの間

両親など、扶養者が加入している保険で医療を受けることになります。

就　職

職域保険

退職 転職・退職（失業中）など

就職・転職職域保険の
任意継続＊

継続期間終了

会社員など

健康保険

公務員など

自営業者・アルバイト・
農業従事者など

国民健康保険

船　員

船員保険

公務員など

共済組合健康保険

会社員など

＊�会社などに勤める人が一定の条件
を満たせば、引き続きその保険に
加入することができます

後期高齢者医療制度の適用（届け出は必要ありません）
　75歳（一定の障がいがあると認定された人は65歳）から、後期高齢者医療制度で医療
を受けることになります。

75歳に
なったら

共済組合

船　員

船員保険
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掲 示 板

　自宅にB紙の勧誘員が来て、新聞購読の勧誘を受けまし
た。「A紙を取っているのでいらない」と断りましたが、商

品券をサービスするからと言われ、2年後から6カ月間の新聞
購読契約を結びました。後日確認したところ、A紙とB紙の契
約期間が重なっていることが分かりました。B紙を解約できま
すか。

　新聞の訪問販売の場合、契約書を受け取った日から8日
以内であればクーリングオフができます。販売店に書面

で通知することで、無条件で契約を解除できます。その際、契
約時に受け取った景品類は販売店に返します。
　クーリングオフ期間が過ぎると、「○年○月○日〜○年○月○

日の6カ月間」といった期間を定めた契約は、原則として中途
解約できません。ただし、断ったのに居座られたり、うその説
明をされたりした場合は、契約を取り消せることがあります。
また、「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読者の死
亡や入院、転居など、やむを得ない事情による解約の申し出に
は、事情に即した解決を図ることが求められています。
トラブルに遭わないために
◦景品に釣られて契約することは避けましょう。なお、新聞の

景品類の額は、景品表示法で一定額以下（取引価格の8%ま
たは購読料6カ月分の8%のいずれか低い額）に決められてい
ます

◦将来にわたって無理が生じない期間で契約しましょう。契約
期間が長期の場合、経済上や健康上の理由で購読が困難と
なることがあります

◦契約する前に、期間など契約内容をしっかりと確認し、契約
書は保管しておきましょう

後を絶ちません
新聞購読契約のトラブル

※くわしくは消費生活センター（☎23-1161）へ。

　「3R（スリーアール）」という言葉を知っていますか。環境に
なるべく負荷をかけない循環型社会を形成するための標語で、
Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイ
クル）の3つの頭文字をとった言葉です。
　3Rは身近なことから簡単に取り組むことができます。
リデュース＝廃棄物の発生抑制
◦生ごみは捨てる前に絞りましょう。生ごみは水分が多くを占

めており、捨てる前にギュっとひと絞りするだけで重量を
減らせます

◦買い物はマイバッグやマイバスケットを持って行きましょ

う。ごみの減量につながるのはもちろんですが、近年、レ
ジ袋を有料にしている店が増えているため、家計の節約に
もつながります
リユース＝再利用
◦リサイクルプラザでは、ごみとして出された家具や自転車の

中からまだ使えるものを修理し、月1回、希望者に抽選で販
売しています
リサイクル＝再資源化
◦きちんと資源物を分別することで、再び商品へと生まれ変わ

ります

　ほかにも、生活の中で簡単に取り組める3Rはたくさんあり
ます。少しずつ、できることから取り組めば、その積み重ねが
循環型社会の形成につながります。
※くわしくはクリーン推進課（☎20-1530）へ。

身近なことから始めよう
家庭でできる3R

消費生活相談Q&A

Q

A

エコニュース
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